
清川村総合計画審議会委員（公募委員）募集要項 

 

１ 趣旨 

 今後の村づくりの方針やそれを実現するための施策等を定める「清川村総合

計画（基本構想及び基本計画）」の実施に関し必要な調査及び審議を行うため設

置する清川村総合計画審議会の委員（公募委員）を募集する。 

 

２ 募集人数 

 ３名 

 

３ 任期 

 委嘱の日から２年間 

 

４ 応募資格 

 （１）村内に在住又は在勤の 18歳以上の方（高校生不可） 

 （２）本村の議員又は職員でない方 

 （３）平日に開催予定の審議会に出席できる方（開催日は、構成員同士の都合

に合わせて変動） 

 

５ 報酬 

 村規程による。 

 

６ 応募方法 

 所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、持参・郵送・ＦＡＸ・電子メールで

提出又は電子申請システムにより応募する。なお、応募に際しては、以下の内容

を明示するものとし、提出された応募用紙は返却しない。 

[記入事項] 

①氏名（ふりがな） 

②生年月日 

③住所 

④電話番号 

⑤電子メールアドレス 

⑥社会活動経験等（村内団体等における活動の経験） 

⑦応募理由 

 



７ 募集期間 

 令和６年４月１日（月）～令和６年５月 31日（金） 

 ※郵送の場合、最終日必着とする 

 

８ 選考方法 

 応募用紙に記載された社会活動経験や応募理由等を参考に、年齢、性別、地域

等のバランスを加味し選考する。また、選考結果は応募者に書面で通知する。 

 

９ 応募提出先（問い合わせ先） 

 〒243-0195 

 清川村煤ヶ谷 2216番地 

 清川村政策推進課 政策推進係 

 電話：046-288-1213（直通） 

 FAX：046-288-1767 

 メール：kiyokawa@town.kiyokawa.kanagawa.jp 
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